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視察研修報告書 

視察研修先 地方議員研究会 

日 時 令和 5 年 7 月 8 日 

場 所 福岡市博多区 リファレンス駅東ビル 

テーマ 住民から「近くて遠い地方議会」から「近くて近い地方議会」へ 

講師 福岡県福津市議会前議長 江上隆行氏 

概 要  

 一般質問質疑の本質とは 

 「一般質問」とは何か 

 私は何をめざして「一般質問」を行ってきたか 

 私の「一般質問」の作り方 

 一般質問の準備と質問に関する調査の方法 

 一般質問通告書への所管部門職員の質問取り 

 一般質問の具体例と解説 

 「質問」と「質疑」のルールを守ろう 

 予算審査と決算審査で押さえておきたいポイント 

 議員が目指すべき議会の姿 

 議会と行政の立場 

 議員は全体の奉仕者 

 採択した請願の実現に向けて努力する 

 地方自治法に基づく意見書の提出を 

 議会の調査権とは 

 議会が議決した意思を尊重しよう 

 決算審議における附帯決議で議会の意思を明確に 

 議会機能を使いこなそう 

 議会力強化を図るための一方法 

 自治体の内部機関である議会から住民発信を 

 議会基本条例で規定されている「反問権」へ一言 

  

所 感  

  4 期 16 年間、福津市議会議員として活動してこられた経験から、議会のあり方につ

いて多岐に亘って提言をいただけた。特に、議会運営の基礎となるルールを無視する、ま

たは、ルールを知らない議員の言動に対する厳しい指摘については、我が大野城市議会に

置き換えても当てはまることが多くあった。もう一度、基本に立ち返って、地方自治法、

議会基本条例、会議規則、委員会条例、先例、申し合わせなどを、大野城市議会議員とし

て知っておくべきことの確認の必要性を感じた。 

-作成者  山上 高昭‐ 

 


